
規

則 

知
事
の
所
管
す
る
条
例
等
の
規
定
に
基
づ
く
民
間
事
業
者
等
が
行
う
書
面
の
保
存
等
に
お
け
る

情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
九
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

埼
玉
県
規
則
第
二
十
六
号 

知
事
の
所
管
す
る
条
例
等
の
規
定
に
基
づ
く
民
間
事
業
者
等
が
行
う
書
面
の
保
存
等
に
お

け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

知
事
の
所
管
す
る
条
例
等
の
規
定
に
基
づ
く
民
間
事
業
者
等
が
行
う
書
面
の
保
存
等
に
お
け
る

情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
八
年
埼
玉
県
規
則
第
二
十
四
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

別
表
第
一
の
一
埼
玉
県
環
境
影
響
評
価
条
例
（
平
成
六
年
埼
玉
県
条
例
第
六
十
一
号
）
の
項
の

次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

      

別
表
第
一
の
二
食
品
衛
生
法
施
行
条
例
（
平
成
十
二
年
埼
玉
県
条
例
第
二
十
二
号
）
の
項
中
「
（
平

成
十
二
年
埼
玉
県
条
例
第
二
十
二
号
）
」
を
削
り
、
「
別
表
第
一
第
一
号
イ
⑴
㈤ 

及
び
第
二
号

ハ
⑶
」
を
「
別
表
第
一
第
一
号
イ
⑴
㈠ 

 

（
同
号
イ
⑵
㈠ 

の
規
定
に
よ
り
同
号
イ
⑴
㈠ 
の

規
定
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び 
 

（
同
号
イ
⑴
㈠ 

 

に
規
定
す
る
モ
ニ

タ
リ
ン
グ
の
方
法
に
関
す
る
全
て
の
記
録
に
限
る
。
）
並
び
に
第
二
号
ハ
⑶
」
に
改
め
る
。 

 

別
表
第
一
の
三
食
品
衛
生
法
施
行
条
例
の
項
中
「
別
表
第
一
第
一
号
イ
⑴
㈣ 

及
び
㈦ 

」
を

「
別
表
第
一
第
一
号
イ
⑴
㈠ 

 

、 
 

（
同
号
イ
⑴
㈠ 

 

に
規
定
す
る
理
由
を
記
載
し
た
文

書
を
除
く
。
）
及
び 

 

（
同
号
イ
⑴
㈠ 

 

に
規
定
す
る
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
の
方
法
に
関
す
る
全

て
の
記
録
を
除
く
。
）
並
び
に
⑵
㈠ 

 

及
び 

 

」
に
改
め
る
。 

 

別
表
第
二
の
一
埼
玉
県
浄
化
槽
保
守
点
検
業
者
登
録
条
例
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

      

（ロ） 

食
品
衛
生
法
施
行
条
例
（
平
成
十
二
年
埼
玉
県
条
例
第
二
十

二
号
） 

別
表
第
一
第
一
号
イ
⑴
㈠ 

 
 

（
同
号
イ
⑴
㈠ 

 
 

に
規
定
す
る
理
由
を
記
載 

し
た
文
書
に
限
る
。
） 

 

食
品
衛
生
法
施
行
条
例 

別
表
第
一
第
一
号
イ
⑴
㈠ 

 
 

（
同
号
イ
⑴
㈠ 

 
 

に
規
定
す
る
理
由
を
記
載 

し
た
文
書
に
限
る
。
）
及 

び 

（
同
号
イ
⑴
㈠ 

 
 

 

 

（ヌ） 

（ⅰ） 

（リ） 

（ⅲ） 

（ホ） 

（ⅱ） 

（ホ） 
（ホ） 

（ヌ） 

（ⅱ） 

（リ） 

（ⅴ） 

（ロ） 

（ヌ） 

（ニ） 

（ⅱ） 

（ヌ） 

（ⅰ） 

（リ） 

（ⅲ） 

（ヌ） 

（ⅱ） 

（リ） 

（ⅴ） 

（ニ） 

（ⅱ） 

（ト） 

（ⅹ） 

（ヌ） 

（ⅰ） 

（リ） 

（ⅲ） 

（ⅱ） 

（リ） 

（ⅴ） 



 
 

    

別
表
第
二
の
二
食
品
衛
生
法
施
行
条
例
の
項
中
「
別
表
第
一
第
二
号
ホ
⑶
㈢
」
を
「
別
表
第
一

第
一
号
イ
⑴
㈠ 

 
（
同
号
イ
⑴
㈠ 

 

に
規
定
す
る
理
由
を
記
載
し
た
文
書
を
除
く
。
）
及
び 

 

（
同
号
イ
⑴
㈠ 

 
に
規
定
す
る
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
の
方
法
に
関
す
る
全
て
の
記
録
を
除
く
。
）

並
び
に
第
二
号
ホ
⑶
㈢
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

               

（ヌ） 
（ⅰ） 

（リ） 

（ⅲ） 
（リ） 

（ⅴ） 

（ⅱ）  

に
規
定
す
る
モ
ニ
タ
リ
ン 

グ
の
方
法
に
関
す
る
全
て 

の
記
録
に
限
る
。
） 

 


